
熊本県介護人材確保推進補助事業 
（交通アクセス困難地域対象） 

事業者募集のお知らせ 

介護・看護職員が通勤困難の場合に宿泊助成を行います！ 

１ 事業内容 
 平成２８年熊本地震により、交通アクセスに大きく影響を受けた阿蘇郡市（阿蘇市・
南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村）に所在する介護施設等に勤
務する介護職員（介護従業者・支援員含む）・看護職員（看護師・准看護師）が、通勤
のため職務命令にて宿泊施設に宿泊した際、事業者（施設）が負担した宿泊費の一
部を助成します。 

２ 対象となる施設等 
 指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定（介護予防）短
期入所生活介護事業所、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療
院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介
護事業所、指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 

３ 補助基準額 
 事業者が職務命令により介護職員・看護職員を宿泊させた宿泊施設※に支払った
宿泊費の２分の１に相当する額以内の額（１泊につき５，０００円が上限）。 
 ※阿蘇郡市内の、旅館業法に基づく営業許可を取得している宿泊施設に限ります。 

通勤困難と判断 宿泊の職務命令 職務に従事 

宿泊施設に宿泊 
（宿泊費一部助成） 

【お問い合わせ先】 
 熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課 居宅介護班 池永 
 〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６－１８－１ 
 ＴＥＬ ０９６－３３３－２２１９     ＦＡＸ ０９６－３８４－５０５２ 

４ 交付申請期限 
  令和２年（２０２０年）３月２日（月）まで 
 （随時、申請してください。ただし、宿泊した日から２０日以内に実績報告する必要 
  がありますので、早目に申請してください。） 
※詳細・様式は熊本県ホームページをご覧ください。 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=67383&sw=%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E7%81%BD%E5%AE%B3
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=116797&sw=%E7%9B%B8%E8%AB%87%E7%AA%93%E5%8F%A3
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=25666&sw=%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E3%81%AE%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E7%94%B7%E6%80%A7


熊本県介護人材確保推進補助事業 
（交通アクセス困難地域対象） 

  

事業実施～補助金交付の流れ 

 
１ 補助金交付申請書・事業計画書提出（事業者）  
  締切：令和２年（２０２０年）３月２日（月） 

 申請書（要項別記第１号様式）、収支予算書（要項別記第２号様式）及び事業計画書（要領別記
様式第１号）を提出 

 
２ 交付決定通知（県） 
 県から事業者に交付決定通知を送付 

 
３ 事業実施（事業者）  
 宿泊の職務命令→職員の宿泊→宿泊施設への宿泊費支払 

 ※補助対象となる経費は平成３１年（２０１９年）４月１日～令和２年（２０２０年）３月１日（２月２９日
宿泊分）の期間内の 宿泊費です。 

 
４ 実績報告書提出（事業者） 

 実績報告書（要項別記第７号様式）、収支精算書（要項別記第２号様式）及び補助事業実績報告
書（要領別記様式第３号）を提出 
 ※実績報告書には宿泊ごとに対象職員名、命令発令日、発令者、宿泊施設等を記載します。 
 ※通勤困難区間記載の通勤経路図、宿泊施設発行の領収書、当該月の勤務表（実績）、職員名 
        が記載された組織体制図等の添付書類が必要です。 
 ※事業完了の日（宿泊日）から２０日を経過した日又は令和２年（２０２０年）３月１３日のいずか                                                                                                                      

早い日までに提出してください。 

 
５ 交付確定通知（県） 
 実績に基づき、交付確定額を通知 

 
６ 交付請求書提出（事業者） 
 請求書（要項別記第９号様式）を提出 

 
７ 補助金交付（県） 
 補助金を事業者に送金（振込） 

【関係法令】 
熊本県補助金等交付規則（昭和５６年７月２３日規則第３４号） 
熊本県健康福祉補助金等交付要項 ※以下要項 
熊本県介護人材確保推進補助事業費交付要領 ※以下要領 

 
※詳細・様式は県庁ホームページをご覧ください。 
※書類の提出先はすべて県庁高齢者支援課介護サービス班です。 


